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表紙

第93回定時株主総会招集ご通知への
記載を省略した事項

● 事業報告
　「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」

● 連結計算書類
　「連結株主資本等変動計算書」
　「連結注記表」

● 計算書類
　「株主資本等変動計算書」
　「個別注記表」
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
① 内部統制システムについての基本的な考え方とその整備状況

　当社は、創業の精神（社訓）をグループ経営の原点と位置づけ、企業理念、経営姿
勢、グループ行動規範及びグループ経営規定を制定し、当社のグループ経営、コンプラ
イアンス及び環境保全についての基本理念と行動指針を定めて当社及び当社子会社に展
開します。これを踏まえて、当社が業務の適正を確保するための体制の整備に関して、
取締役会において決議した基本方針及び当該体制の運用実績の概要は、次のとおりで
す。

１．当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令及び定款適合性を確保するための体制
(１)当社は、法令の趣旨や社会の要請、企業倫理に基づいて公正な経営を目指し、良識と

責任ある行動をとるため、コンプライアンスの基本理念と行動指針を宣言するととも
に、その具体的内容を明確にした社内規程を定めます。

(２)当社は、利害関係のない独立した社外取締役（以下「独立社外取締役」といいま
す。）の候補者を選定します。そして、独立社外取締役が出席する取締役会において
経営の方針や重要事項を審議・決定し、また、各取締役の職務執行状況の監督を行う
ため、当社取締役会規則に決議事項及び報告事項の具体的内容・基準を明確に定める
とともに、このような審議・決定及び監督を行うための能力・資質を有した者が取締
役として株主総会で選任されるよう取締役候補者の選任基準を設定します。

(３)当社は、取締役会決議及び執行役員会決議の適法性を担保するため、上程される議案
の適法性に関する確認制度を整備します。

(４)当社は、健全な企業風土を醸成するため、役員及び従業員に対してコンプライアンス
教育を実施します。

(５)当社は、当社子会社の取締役及び従業員の職務の執行の法令及び定款適合性を確保す
るために、当社子会社の経営に関する指導・管理を行う制度を整備します。また、当
社子会社の状況等に応じてコンプライアンスに関する体制の構築とその活動を支援し
ます。

【運用状況の概要】
・当社は、グループ行動規範を定めるとともに、それらの具体的内容を明確にした各種の

社内規程を定め、役員及び従業員に対し、コンプライアンス教育等の社内教育によりそ
の浸透を図っています。また、当社子会社等のグループ会社に対して、コンプライアン
スの推進や内部統制構築等に関する助言や支援を行っています。

・当社は、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置してい
ます。各諮問委員会の構成員は、独立社外取締役が過半数を占め、委員長は独立社外取
締役が務めています。指名諮問委員会は、取締役会の諮問を受け、取締役、執行役員及
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び執行職の候補者を選定し、取締役会に答申しています。また、取締役会の決議によ
り、監査等委員を除く取締役の報酬配分の具体的金額等を報酬諮問委員会にて決定して
います。

・取締役会は、取締役会規則・細則にて定める付議基準に基づき、経営方針及び個別重要
事項を審議・決定するとともに、各取締役・執行役員から業務執行の報告を受けまし
た。また、取締役会決議及び執行役員会決議の適法性を担保するため、事前確認規定に
基づき、管理担当執行役員及びコーポレート部門による上程議案の事前確認も行ってい
ます。

２．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理、並びに当社子会社の取締役等の
職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制

(１)当社は、文書管理の基本事項を社内規程に定め、取締役の職務執行に係る情報を適切
に記録し、保存管理します。

(２)当社は、当社子会社の取締役等の職務執行に関する当社への報告に関し、各社の役
割・機能等を踏まえた報告制度を整備します。

【運用状況の概要】
・当社は、取締役会規則・細則並びに執行役員会規則・細則に基づき、取締役会及び執行

役員会の議事録作成・保管を行うとともに、文書管理規定、情報管理規定等に基づき、
情報の管理を行っています。また、情報セキュリティ基本方針を定め、従業員等への教
育に注力し、適切な情報管理の徹底に努めています。

・当社子会社より、経営管理規定に基づき、グループ経営上の重要事項について、報告を
受けています。

３．当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(１)当社は、グループ全体のリスクの統括的管理及び情報の共有化を図るため、リスク管

理に関する社内規程を定め、種々のリスクに関する管理・報告の体制を整備します。
(２)当社は、当社子会社に関連する一定のリスクについて当社への事前協議及び報告体制

を整備します。また、当社子会社に対して当社のリスク管理に関する規定に準拠して
各社で体制を整備させるとともに、その状況に応じて必要となる支援を行います。

【運用状況の概要】
・当社は、リスク管理基本方針の下、リスク管理規定等を定め、経営に甚大な影響を及ぼ

すリスクに関する管理・報告体制の整備・運用をしています。 また、拠点及び拠点所
在地域において、事業活動の停止及びその可能性がある事象が発生した際は、全社危機
対策本部を設置し、対応方針、施策、計画の検討と決定を行います。
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・当社子会社においては、各社の規模や業態に応じたリスク管理体制を整備し、経営管理
規定に基づき、当社に対しリスクに関する協議・報告を行っています。

４．当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制

(１)当社は、取締役会の重要な業務執行の一部を取締役に委任し、取締役から権限を委譲
された執行役員が、業務執行を効率的かつ迅速に行います。また、執行職が、執行役
員からの委任・権限委譲の下、特定の業務領域における業務執行を効率的かつ迅速に
行います。職務の執行状況については、取締役及び執行役員が取締役会及び執行役員
会に定期的に報告を行うことにより、経営が効率的に行われる体制を構築します。

(２)当社は、取締役会において中期経営計画、執行役員会において短期経営計画を審議・
決定し、取締役及び執行役員は、その計画に定める目標達成のため行動するととも
に、進捗状況を取締役会において報告します。

(３)当社は、グループ全体の基本方針・戦略に基づいて、当社子会社の運営管理上の区分
を定め、これらを踏まえた効率的な業務執行を確保するための体制を構築します。ま
た、当社子会社である各社の状況等に応じて経営・業務の指導及び業績の管理を行う
制度を整備します。

【運用状況の概要】
・当社は、執行役員制及び執行職制を導入しており、日常の業務執行は執行役員が行い、

執行職が執行役員からの委任・権限移譲の下、特定の業務領域において業務を執行する
ことで、効率的かつ迅速な意思決定を図っています。また、執行役員会では経営方針・
計画の審議、重要な業務執行の決定をしているほか、経営方針・予算の進捗状況等の報
告を受け、評価し改善につなげています。

・社外取締役等連絡会を毎月開催しており、独立社外取締役間の情報共有を図るととも
に、各々の専門性を越えた意見交換の場として活用しています。

・当社では、中期経営計画を取締役会にて３年ごとに決定するとともに、短期経営計画を
執行役員会にて毎年決定しており、取締役及び執行役員は、担当分野における計画の進
捗状況を取締役会及び執行役員会にて毎月報告しています。また、これらの計画の進捗
状況は、半期ごとに開催される国内外拠点の経営幹部で構成される経営会議においても
共有しています。

５．当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するためのその他の
体制

(１)当社は、グループのコンプライアンスに関する基本理念と行動指針を定めて当社及び
当社子会社に展開し、グループにおける共通の価値観としてこれを共有します。
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(２)当社は、グループ内における取引の価格について、適正な基準を設定します。
(３)当社は、企業倫理や社内規程及び法令に係る違反の防止、早期発見及びその是正を図

るため、当社及び当社子会社において内部通報制度（倫理ホットライン）（以下「倫
理ホットライン」といいます。）を整備し、通報窓口を定期的に周知します。

(４)当社の内部監査部門は、当社及び当社子会社の経営・事業に係る活動全般について監
査を行い、内部監査の結果を取締役会並びに監査等委員会及び会計監査人に報告しま
す。

(５)当社の監査等委員会は、当社子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を
図り、必要に応じて当社子会社から事業の報告を受けます。

【運用状況の概要】
・当社は、グループ内における取引について、グループ会社取引価格基準に基づき、適正

な取引を行っています。
・当社は、内部通報制度として倫理ホットラインを設置し、社内ポータルサイト等を活用

し通報窓口等について社内へ周知をしています。当社は、倫理ホットラインの運用状況
について定期的に取締役会に報告し、社内ポータルサイトにて当該年度の累計受付件数
を掲載し、適切な運用の状況を報告しています。

・内部監査部門は、内部監査計画に基づき、当社及び当社子会社に対し、業務の有効性・
効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの重点項目の整備状況と運用状況等につ
いて内部監査を実施し、内部監査の結果は取締役会と監査等委員会に報告しています。

・当社の監査等委員は、定期的に国内の子会社の往査及び社長や監査役等と面談を行って
います。また、海外子会社の社長等とは日本出張時及び往査時に面談を実施し、現地の
状況や事業計画の遂行状況や課題の把握等、それに対する助言や提案を行い、その結果
を取締役会で報告し、内部統制上の課題等を認識した場合には、必要な改善要請を行っ
て、是正に向けた全社的な取り組みにつなげています。更に常勤監査等委員は、業務執
行部門の幹部及び内部監査部門と定期的に情報共有を行っています。

６．監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助する部署を設け、専任のスタッフ（以下「監査等委
員会補助スタッフ」といいます。）を配置します。

【運用状況の概要】
・当社では、監査等委員会規則に基づき、監査等委員会の職務を補助する部署を設け、相

応の知識、能力、職務経験等を有する監査等委員会補助スタッフを適宜配置していま
す。
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７．当社の監査等委員会補助スタッフの取締役からの独立性及び当該補助スタッフに対す
る指示の実効性の確保に関する事項

(１)監査等委員会補助スタッフは、他の職務を兼任せず、専ら当社監査等委員会の指揮命
令に従うものとします。

(２)当社は、監査等委員会の同意等の下において監査等委員会補助スタッフの人事異動及
び人事考課を実施します。

【運用状況の概要】
・当社では、監査等委員会監査等基準に基づき、監査等委員会補助スタッフの執行部門か

らの独立性を確保しており、人事異動及び考課については監査等委員会の同意の下で実
施しています。

８．当社の取締役及び使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制
(１)当社は、取締役会にて決議すべき議案、会社経営に著しい影響を及ぼす重要事項、及

び重大な内部不正行為について、取締役及び執行役員等が監査等委員会へ報告を行い
ます。

(２)当社は、重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重要事項につ
いて、従業員が倫理ホットラインの窓口等への通報を通じて、直接又は間接的に監査
等委員会に報告できる体制を整備します。

【運用状況の概要】
・当社では、取締役会議案についてコーポレート部門取締役が事前に監査等委員会に説明

し意見を求める場を定期的に設定しています。かつ当社及び当社子会社の取締役が会社
経営に著しい影響を及ぼす重要事項や重大な内部不正行為を把握、認識した場合には、
重大なインシデント報告として適時、直接又は間接的に監査等委員会に報告ができる環
境を整備しています。

・当社及び当社子会社の従業員が重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれ
のある重要事項を把握、認識した場合には、インシデント報告として担当役員に報告す
る体制を整備・運用しているほか、監査等委員も窓口とする倫理ホットラインに通報で
きる内部通報の体制を整備・運用しています。

９．当社子会社の取締役、監査役、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の
監査等委員会に報告をするための体制

(１)当社は、当社子会社の取締役会にて決議すべき議案、会社経営に著しい影響を及ぼす
重要事項、及び重大な内部不正行為について、当該子会社の取締役・監査役等が直
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接、又は当社の担当取締役等を通して当社の監査等委員会に報告する体制を整備しま
す。

(２)当社は、当社子会社の従業員が倫理ホットラインの窓口等への通報を通じて直接又は
間接的に当社の監査等委員会に報告できる体制を整備します。

【運用状況の概要】
・国内の当社子会社で発生した重大な内部不正行為や会社に著しい損害を及ぼすおそれの

ある重要事項について、当該子会社の取締役・監査役・従業員等が直接又は間接的に当
社の監査等委員会に報告できる体制として、リスク管理マニュアル（インシデント対応
版）、倫理ホットライン制度等を整備・運用・周知しています。

・主要な当社子会社には内部通報制度を設置し、その従業員が利用できるように指導して
いるほか、その運用状況を定期的に当社の倫理ホットライン事務局がモニタリングし、
その結果を当社の取締役会及び監査等委員会に報告しています。

10．監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制

当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等が監査等委員会に対して報
告・通報したことを理由とした不利益な取扱いを社内規程等によって禁止します。

【運用状況の概要】
・当社は、社内規程により、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員等が内部通

報窓口等に対して報告・通報をしたことを理由とする不利益な取扱いを禁止していま
す。

11．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
(１)監査等委員は、経営計画会議等の重要な社内会議に出席するなど、取締役、執行役員

や幹部従業員と定期及び随時に会合を行うこととします。
(２)監査等委員会は、監査の実施上必要な場合には、内部監査部門の監査に加え、監査等

委員会の決議により外部の専門家を使用できることとします。
(３)監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を図るために、定期及び

随時に会合を行うこととします。

【運用状況の概要】
・監査等委員は、取締役会や経営計画会議等の重要な会議に出席するほか、取締役、執行

役員やコーポレート部門の部門長等の幹部従業員と定期及び随時に会合を行っていま
す。

・監査等委員会の決議により外部の専門家を使用できることを監査等委員会監査等基準に
明記し、監査等委員の監査に関する費用については、監査計画に基づく予算を確保する
とともに、監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続等に関す
る方針を定め、適切に運用しています。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

・監査等委員会は、会計監査人及び経理部門と監査等結果報告会等を開催し、随時打ち合
わせを行っています。また、内部監査部門とは会合等を定期及び随時に開催し、情報及
び課題を共有し、議論を行っています。

② 財務報告の適正を確保するための体制
　当社は、内部統制の整備・運用状況を業務の自己点検や独立部門による評価を通じて
確認したうえで、財務報告の信頼性に関わる内部統制の有効性について内部統制報告書
に開示します。

③ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関
係を持たず、更にそれらからの要求を断固拒否する方針を堅持します。
　反社会的勢力及び団体に対する対応を統括する組織を人事・総務部門内に設置し、社内関
係部門及び警察など外部専門組織機関との協力体制を整備しています。また、不当要求に対
応するため、対応部門に対する社内研修を実施するなどの教育を併せて行っています。
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連結株主資本等変動計算書

（自　2025年 4 月 1 日
至　2026年 3 月31日）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 38,730 123,872 213,942 △28,254 348,289
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △12,207 △12,207
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 26,879 26,879

自 己 株 式 の 取 得 △20,003 △20,003
自 己 株 式 の 処 分 △337 1,252 915
自 己 株 式 の 消 却 △21,751 21,751 －
利益剰余金から資本剰余金への振替 20,722 △20,722 －
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △86 △86
株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － △1,365 △6,137 3,001 △4,502
当 期 末 残 高 38,730 122,506 207,804 △25,253 343,787

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

新株予約権 非 支 配 株 主
持 分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
土地再評価

差額金
為替換算
調整勘定

退 職 給 付 に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 23,154 △476 48,699 △5,672 65,704 5 1,515 415,515
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △12,207
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 26,879

自 己 株 式 の 取 得 △20,003
自 己 株 式 の 処 分 915
自 己 株 式 の 消 却 －
利益剰余金から資本剰余金への振替 －
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 △86
株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 183 86 31,888 5,881 38,040 △2 351 38,389

当 期 変 動 額 合 計 183 86 31,888 5,881 38,040 △2 351 33,886
当 期 末 残 高 23,337 △389 80,587 208 103,744 2 1,867 449,401

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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連結注記表

<連結注記表>
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

１. 連結の範囲に関する事項
(１) 連結子会社の数　　　　　53社

　主要な子会社については「事業報告」の「１．企業集団の現況　(８) 重要な子会社の状況」に記載の
とおりです。
　NetSTAR Global, Inc.は新規設立により、当連結会計年度から連結の範囲に含めています。
　ALPINE OF ASIA PACIFIC INDIA PRIVATE LIMITEDは、連結子会社であるALPS ALPINE INDIA 
PRIVATE LIMITEDを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しています。
なお、次の連結子会社は、当連結会計年度において社名変更しています。
（旧社名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （新社名）
    ALPS ELECTRIC (INDIA) PRIVATE LIMITED　　　ALPS ALPINE INDIA PRIVATE LIMITED

(２) 非連結子会社について
　非連結子会社はALPINE DO BRASIL LTDA.をはじめとする２社です。いずれも総資産額、売上高、当
期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）の観点からみて小規模であり、全体としても連
結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しています。

２. 持分法の適用に関する事項
(１) 持分法適用会社の数　　　　　30社

（持分法適用会社）
(株)アルプス物流及びその子会社26社
(株)アサヒ
NEUSOFT REACH AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.
Lumax Alps Alpine India Private Limited

　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算書
類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。
　なお、当連結会計年度において、LDEC(株)（2025年７月１日付で(株)アルプス物流に商号変更）
（以下、「アルプス物流」といいます。）を吸収分割承継会社、(株)アルプス物流（2025年７月１日付
でALRマネジメント(株)に商号変更）（以下、「ALRマネジメント」といいます。）を吸収分割会社と
し、流動化取引の対象たる一部の不動産を除くALRマネジメントの全ての事業を対象とする吸収分割が
実施されました。当該吸収分割発生後、アルプス物流の連結範囲からALRマネジメントが除外されたこ
とにより、ALRマネジメントを持分法の適用から除外しています。
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連結注記表

(1) ALPS DE MEXICO S.DE R.L. DE C.V. ※
(2) ALPS ALPINE (CHINA) CO., LTD. ※
(3) ALPS (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. ※
(4) ALPS COMMUNICATION DEVICES TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. ※
(5) DALIAN ALPS ELECTRONICS CO., LTD. ※
(6) NINGBO ALPS ELECTRONICS CO., LTD. ※
(7) WUXI ALPS ELECTRONICS CO., LTD. ※
(8) TIANJIN ALPS ELECTRONICS CO., LTD. ※
(9) DANDONG ALPS ELECTRONICS CO., LTD. ※
(10) DONGGUAN ALPS ELECTRONICS CO., LTD. ※
(11) ALCOM ELECTRONICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. ※
(12) ALPINE SALES OF MEXICO, S.A. DE C.V. ※
(13) ALPINE ELECTRONICS (CHINA) CO., LTD. ※
(14) DALIAN ALPINE ELECTRONICS CO., LTD. ※
(15) TAICANG ALPINE ELECTRONICS CO., LTD. ※
(16) ALPS SYSTEM INTEGRATION (DALIAN) CO., LTD. ※

(２) 持分法非適用子会社及び関連会社について
　持分法を適用していない非連結子会社はALPINE DO BRASIL LTDA.をはじめとする２社、関連会社は
４社であり、いずれも当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）の観点からみて小規模
であり、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用から除外してい
ます。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社37社の決算日は連結決算日に一致しています。
　連結子会社のうち決算日が12月31日の会社は以下の16社です。

※　連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としています。
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連結注記表

建物及び構築物 ２ ～ 80年
機械装置及び運搬具 １ ～ 17年
工具器具備品及び金型 １ ～ 20年

４. 会計方針に関する事項
(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法を採用しています。
　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出しています。）
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しています。

②デリバティブ
　時価法を採用しています。
③棚卸資産
　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）を採用しています。

(２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
　主に定額法を採用しています。一部の国内連結子会社は定率法を採用していますが、1998年４月１日
以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降取得した建物附属設備及び構築物
については、定額法を採用しています。
　なお、主な耐用年数は次のとおりです。

②無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しています。
　ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（２～10年）に基づく定額法
を採用しています。市場販売目的のソフトウェアについては見込販売数量に基づく償却額と、残存見込
販売有効期間に基づく均等償却額とのいずれか大きい金額を計上する方法を採用しています。
③リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法を採用しています。
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しています。

(３) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
②賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しています。
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連結注記表

③役員賞与引当金
　役員賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しています。
④製品保証引当金
　販売した製品に係るクレーム費用の発生又はアフターサービスの支払いに備えるため、当該費用の発
生額を個別に見積れるものは個別に見積り、個別に見積れないものは、売上高に対する過去の実績率に
基づき見積計上しています。
⑤役員退職慰労引当金
　一部の国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を役員退職
慰労引当金として計上しています。
⑥環境対策費用引当金
　土壌汚染対策や有害物質の処理等の環境対策に係る費用に備えるため、今後発生すると見込まれる金
額を引当計上しています。

(４) 重要な収益及び費用の計上基準
①主要な事業における収益の計上基準
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用しており、約束し
た財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識しています。
　当社グループの顧客との契約から生じる収益に関して、主要な事業における主な履行義務の内容及び
当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は「収益認識に関する注記 ２.顧客と
の契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に記載のとおりです。
②ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

(５) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しています。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益
及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非
支配株主持分に含めています。

(６) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計を行っています。
②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
先物為替予約 外貨建債権債務等

③ヘッジ方針
　先物為替予約取引は、外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で実施しており、取引額は現有す
る外貨建債権債務及び売上・仕入予定額の範囲に限定しています。
④ヘッジ有効性評価の方法
　先物為替予約取引については、為替の変動の累計を比率分析する方法によっています。
⑤その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの
　特記すべき事項はありません。

－ 12 －



2026/05/22 11:19:19 / 25297849_アルプスアルパイン株式会社_招集通知

連結注記表

(７) 退職給付に係る会計処理の方法
　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度の年度末における見込額に基づき、退職給付債務か
ら年金資産を控除した額を計上しています。
　当社及び一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に際し、退職給付見込額を当連結会計年度の年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に基づいています。
　過去勤務費用は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主に１年）による按分額を
費用処理しています。
　数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数（主に11～15年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。
　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ
るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しています。

表示方法の変更
（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めて表示していました「電子記録債
権」は、当連結会計年度において明瞭性を高めるため、区分掲記しています。なお、前連結会計年度の
「電子記録債権」は2,028百万円です。

（連結損益計算書）
1.　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含めて表示していました「支払手数料」は、当連結

会計年度において重要性が増したため、区分掲記しています。なお、前連結会計年度の「支払手数料」は
274百万円です。

2.　前連結会計年度において区分掲記していました特別利益の「投資有価証券売却益」は、当連結会計年度
において重要性が乏しいため、特別利益の「その他」に含めて表示しています。
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連結注記表

会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損

(１) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
モビリティ事業のサウンド
減損損失 3,531百万円、固定資産 4,162百万円

モビリティ事業の情報通信機器
減損損失 －百万円、固定資産 26,621百万円

(２) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
　当連結会計年度において、モビリティ事業のサウンドについては、営業活動から生じる損益が継続し
てマイナスとなったため、減損の兆候があると判断しました。当該資産グループから得られる割引前将
来キャッシュ・フローがその帳簿価額を下回っていることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
減損損失を認識しました。回収可能価額は、使用価値を使用しています。
　モビリティ事業の情報通信機器については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスではないこ
と、資産グループの使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化を識別していない
こと、事業計画、経営環境の変化等を考慮して減損の兆候の有無を検討した結果、減損の兆候はないと
判断しています。
　これらの資産グループにおける将来キャッシュ・フローの見積りに使用する事業計画は、主に顧客・
製品別にまとめた受注予測、予測されている限界利益率及び固定費を前提として策定しています。ま
た、当社主要顧客である日本・北米・欧州の自動車メーカーの販売戦略の見直し等に起因する販売数量
及び製品構成の変化、部材高騰の長期化やインフレの継続といった事業環境下における目標とする原価
改善の達成状況についても考慮しています。
②主要な仮定
　当連結会計年度の減損判定における割引前将来キャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、受
注予測及び限界利益率です。
　受注予測は、顧客との交渉状況や製品開発状況を基礎として作成しており、加えて外部の調査会社が
発行している最新の自動車販売台数予測を活用しています。また、限界利益率は、過去の実績推移を考
慮した数値を設定しています。また、使用価値の算定に用いる割引率は、加重平均資本コストを使用し
ています。
③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　モビリティ事業のサウンド及び情報通信機器について、主要な仮定である受注予測が想定よりも減少
した場合や、限界利益率が想定よりも減少した場合には、減損損失の計上が必要となる可能性がありま
す。
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・再評価を行った年月 2002年３月31日
・再評価を行った土地の期末における時価 △744百万円

貸出コミットメントの総額 40,000百万円
借入実行残高 －　〃
差引額 40,000　〃

連結貸借対照表に関する注記
１. 土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、2002年３月31日に事業用
の土地の再評価を行っています。
　なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公
布法律第24号）に基づき、当該再評価差額を純資産の部の「土地再評価差額金」として計上しています。
・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める地方税
法（昭和25年法律第226号）第341条第10号に定める固定資産税評価額に基づき算出しています。

と再評価後の帳簿価額との差額

２. 貸出コミットメントライン（借入側）
　当社及び連結子会社の一部は、流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関４社と貸出
コミットメント契約を締結しています。
　当連結会計年度の年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。

３. 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高
　「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」のうち、顧客との契約から生じた債権の残高、及び流動負債
「その他」のうち、契約負債の残高は、「収益認識に関する注記 ３.当連結会計年度及び翌連結会計年度以
降の収益の金額を理解するための情報　(１) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等」に記載の
とおりです。
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場所 用途 種類 金額
アメリカ サンタクララ 事業用資産（サウンド） 機械装置及び運搬具等 1,187
ハンガリー ビアトルバギー 事業用資産（サウンド） 建物及び構築物等 515
福島県 事業用資産（サウンド） 無形固定資産等 450
中国 遼寧省大連市 事業用資産（サウンド） 機械装置及び運搬具等 382
中国 江蘇省太倉市 事業用資産（サウンド） 機械装置及び運搬具等 372
メキシコ レイノサ 事業用資産（サウンド） 建物及び構築物等 304
東京都他 事業用資産（サウンド） 機械装置及び運搬具等 318
中国 遼寧省大連市 事業用資産（車載モジュール等） 機械装置及び運搬具等 121
福島県 事業用資産（蓄電システム、IoT） 機械装置及び運搬具等 1
福島県 処分予定資産 土地等 333
宮城県 処分予定資産 無形固定資産等 176
新潟県 処分予定資産 機械装置及び運搬具等 25
中国 広東省東莞市他 処分予定資産 機械装置及び運搬具等 10

合計 4,201

連結損益計算書に関する注記
減損損失

　当社グループは、事業用資産について管理会計上の区分を基準として、資産グルーピング単位を決定して
います。処分予定資産及び遊休資産については、物件ごとに収支管理が可能であるため、個々に独立した単
位としています。
　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。

(単位：百万円)

　主にモビリティ事業に含まれるサウンドに係る事業用固定資産について、当該資産グループから得られる
割引前将来キャッシュ・フローがその帳簿価額を下回っていることから、事業用固定資産の帳簿価額を回収
可能価額まで減額し、当該減少額（3,531百万円）を減損損失として特別損失に計上しています。また、他
の事業用資産についても、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（123百万円）
を減損損失として特別損失に計上しています。これらの事業用資産の減少額の内訳は、機械装置及び運搬具
1,267百万円、建設仮勘定754百万円、工具器具備品及び金型658百万円、建物及び構築物552百万円、無
形固定資産286百万円、その他135百万円です。
　なお、事業用資産の回収可能価額は、使用価値を使用しており、使用価値算定に当たり割引率は7.65%を
使用しています。
　処分予定資産については、今後の使用見込みがないものについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額（545百万円）を減損損失として特別損失に計上しています。その内訳は、土地324百万円、無
形固定資産89百万円、機械装置及び運搬具67百万円、建設仮勘定64百万円、その他０百万円です。
　処分予定資産の回収可能価額は、売却予定のものは正味売却価額とし、それ以外は零として算定していま
す。
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当連結会計年度
期首株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度
期末株式数
（千株）

発行済株式
普通株式(注)１ 219,281 － 11,177 208,103

自己株式
普通株式(注)２ 13,628 11,179 11,819 12,989

（決議） 株式の種類
配当金の

総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2025年６月25日
普通株式 6,169 30.00

2025年 2025年
定時株主総会 ３月31日 ６月26日

2025年10月31日
普通株式 6,038 30.00

2025年 2025年
取締役会 ９月30日 11月28日

（決議予定） 株式の種類 配当の原資
配当金の

総額
(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2026年６月25日
普通株式 利益剰余金 6,243 32.00

2026年 2026年
定時株主総会 ３月31日 ６月26日

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１．普通株式の発行済株式の減少株式数11,177千株は、自己株式の消却によるものです。
　　　２．普通株式の自己株式の増加株式数11,179千株は、市場買付11,177千株、単元未満株式の買取り１千

株によるものです。また、減少株式数11,819千株は、自己株式の消却11,177千株、従業員持株会を通
じた株式付与としての処分569千株、譲渡制限付株式報酬としての処分71千株等によるものです。

２. 剰余金の配当に関する事項
(１) 配当金支払額

(２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(３) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の
目的となる株式の種類及び数

　普通株式　　　1,000株
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金融商品に関する注記
１. 金融商品の状況に関する事項

(１) 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、各事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達
しています。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入によ
って調達しています。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引
は行わない方針です。

(２) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。また、
海外で事業を行うに当たり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、同じ
外貨建ての買掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約、通貨オプションを利用してヘッジ
しています。
　有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク
に晒されています。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内に支払期日が到来するものです。
　借入金は、設備投資資金、運転資金、研究開発資金の確保等を目的としています。借入金の金利変動
リスクについては、随時、市場金利の動向をモニタリングするなどにより対応しています。また、資金
調達に係る流動性リスクについては、財務部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに手元流
動性を確保することにより適切に管理しています。
　デリバティブ取引は外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先
物為替予約取引及び通貨オプション取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘ
ッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の「連結計算書類作成のための基本となる重
要な事項」の「４．会計方針に関する事項 (６) 重要なヘッジ会計の方法」を参照ください。

(３) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、営業債権について、顧客与信管理規定に従い、販売部門長が取引先に対する受注及び債権の
与信額残高を管理するとともに、与信管理部門が主要な取引先の財務状況を定期的にモニタリングし、
回収懸念の早期把握や軽減を図っています。連結子会社についても、当社と同様の管理を行っていま
す。
　デリバティブ取引については、高格付を有する金融機関に取引先を限定しているため信用リスクはほ
とんどないと認識しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社は外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替変動リスクに対して、原則と
して先物為替予約、通貨オプションを利用してヘッジしています。
　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行企業の財務状況を把握し、市況や発行企
業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引方針・取引権限等を定めた管理規定に従い、財務部
門が決裁者の承認を得て行っています。
　連結子会社についても、当社と同様の管理を行っています。
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

投資有価証券(※２) 48,884 48,884 －
資産計 48,884 48,884 －
長期借入金 55,208 54,636 △572
負債計 55,208 54,636 △572

デリバティブ取引(※３) (226) (226) －

当連結会計年度(百万円)

非上場株式、非連結子会社株式及び関係会社株式 18,771

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社は、事業計画に基づき、財務部門で適時に資金計画表を作成・更新するとともに、手元流動性の
維持等により流動性リスクを管理しています。連結子会社についても、当社と同様の管理を行っていま
す。

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

２. 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位：百万円)

(※１)　「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」及び
「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
るものであることから、記載を省略しています。

(※２)　市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照
表計上額は以下のとおりです。

(※３)　デリバティブ取引によって生じた正味の債権債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項
目については( )で示しています。
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１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 153,592 － － －
受取手形及び売掛金 168,376 － － －
電子記録債権 982 － － －

合計 322,951 － － －

１年以内 １年超
2年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 21,817 － － － － －
長期借入金 15,251 2,554 30,895 1,598 20,160 －
リース債務 93 59 31 25 0 －

合計 37,162 2,613 30,927 1,623 20,160 －

（注）
(１)　金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

(２)　社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
(単位：百万円)

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しています。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
　　　　　　　 時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の
　　　　　　　 算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
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区分
時　価

レベル１ レベル２ レベル３ 計
投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 48,884 － － 48,884

資産計 48,884 － － 48,884
デリバティブ取引
　通貨関連 － 226 － 226

負債計 － 226 － 226

区分
時　価

レベル１ レベル２ レベル３ 計
長期借入金 － 54,636 － 54,636

負債計 － 54,636 － 54,636

(１) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

(２) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：百万円)

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しています。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しています。

デリバティブ取引
為替予約及び通貨オプションの時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値

法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基

に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しています。
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コンポーネン
ト事業

センサー・コ
ミュニケーシ

ョン事業
モビリティ事

業
その他

（注）１ 合計

売上高
外部顧客への売上高
　　（注）２

358,365 85,260 555,054 20,778 1,019,459

収益認識に関する注記
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループの売上高は、主に顧客との契約から生じる収益であり、当社グループの製品区分に分解
した場合の内訳は以下のとおりです。

(単位：百万円)

（注）１．「その他」の区分は、システムの開発、オフィスサービス、金融・リース事業等を含んでいま
す。

　　　２．「外部顧客への売上高」は顧客との契約から生じる収益及びその他の収益が含まれています。
その他の収益は主に金融・リース事業に係るものであり、その金額に重要性はありません。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約について、当社グループは、以下の５ステップアプローチに基づき収益を認識していま
す。
ステップ１：契約の識別
ステップ２：履行義務の識別
ステップ３：取引価格の算定
ステップ４：履行義務への取引価格の配分
ステップ５：履行義務の充足による収益の認識

　当社グループの主要な事業における収益を理解するための基礎となる情報は、以下のとおりです。
(１) コンポーネント事業及びセンサー・コミュニケーション事業

　コンポーネント事業は、スイッチ類、アクチュエーター、haptic reactor等の電子部品の製造及び販
売を行っています。センサー・コミュニケーション事業は、センサー、通信デバイス等の電子部品の製
造及び販売を行っています。これらの製品の販売については、製品の引渡時点で当該製品に対する支配
が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断されることから、主として製品を引き渡した時点として
います。
　当社グループは、販売した製品に欠陥が見つかった際は、当社グループの責任である部分について修
理や取替等を行っています。当該保証は顧客との契約に定められた仕様に従っているという保証を顧客
に提供するものであり、別個のサービスを提供するものではないことから、独立した履行義務とは識別
していません。また、返品、返金及びその他の類似の義務について、金額的に重要なものはありませ
ん。
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連結注記表

　取引の対価は履行義務の充足後、主として３ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素はありませ
ん。
　取引価格は、顧客との契約に基づいた対価を基礎として算定されています。顧客との契約に基づいた
対価に変動対価が含まれる場合、その不確実性が解消される時点までに計上された収益の著しい減額が
発生しない可能性が高い範囲で取引価格に含めています。価格交渉を毎年定期的に行っている一部の顧
客との取引で、通常の価格改定時期を過ぎても交渉が妥結しないケースや、新製品の販売時点で価格の
交渉が決着せず、仮単価で収益を認識しているケースに関しては、交渉妥結後に通常の改定時期又は販
売時点以降の対価が遡及修正されることがあります。こうした取引のうち、期末時点でも交渉が妥結し
ていないものに関して、期末時点での交渉状況に基づく最頻値法による変動対価の見積りを行った上で
収益の金額を修正しています。なお、上記以外に重要な変動対価はありません。
　コンポーネント事業及びセンサー・コミュニケーション事業における製品の販売は単一の履行義務の
ため、他の履行義務への取引価格の配分は行っていません。

(２) モビリティ事業
①モビリティ製品の製造及び販売
　モビリティ事業は、車載モジュール、情報通信機器（インフォテインメント、ディスプレイ）、サウ
ンド等の製品の製造及び販売を行っています。これらの製品の販売については、製品の引渡時点で当該
製品に対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断されることから、主として製品を引き
渡した時点としています。
　当社グループは、販売した製品に欠陥が見つかった際は、当社グループの責任である部分について修
理や取替等を行っています。当該保証は、「② 付随サービスの提供」に記載した追加的な製品保証サー
ビスを除き、顧客との契約に定められた仕様に従っているという保証を顧客に提供するものであり、別
個のサービスを提供するものではないことから、独立した履行義務とは識別していません。返品、返金
その他の類似の義務について、金額的に重要なものはありません。
　取引の対価は履行義務の充足後、主として３ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素はありませ
ん。
　取引価格は、顧客との契約に基づいた対価を基礎として算定されています。なお、顧客との契約に基
づいた対価に変動対価が含まれる場合、その不確実性が解消される時点までに計上された収益の著しい
減額が発生しない可能性が高い範囲で取引価格に含めています。価格交渉を毎年定期的に行っている顧
客との取引で、通常の価格改定時期を過ぎても交渉が妥結しないケースや、新製品の販売時点で価格の
交渉が決着せず、仮単価で収益を認識しているケースに関しては、交渉妥結後に通常の改定時期又は販
売時点以降の対価が遡及修正されることがあります。こうした取引のうち、期末時点でも交渉が妥結し
ていないものに関して、期末時点での交渉状況に基づく最頻値法による変動対価の見積りを行った上で
収益の金額を修正しています。なお、上記以外に重要な変動対価はありません。
　モビリティ事業における製品の販売は、「② 付随サービスの提供」に記載したものを除き、単一の履
行義務のため、他の履行義務への取引価格の配分は行っていません。
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②付随サービスの提供
　モビリティ事業における製品販売取引のうち、一部“アルパイン”ブランドの市販ビジネスでは、製品
の販売に付随して、カーナビゲーションシステムの地図無償アップデートサービスや追加的な保証サー
ビス（以下、「付随サービス」といいます。）を提供しています。当該付随サービスは製品販売とは別
個の履行義務として識別しており、付随サービスの提供期間にわたり顧客が便益を享受することから、
その提供期間にわたり履行義務が充足されるにつれて収益を認識しています。また、顧客から対価を受
領した際に契約負債を計上し、付随サービスの提供期間にわたって収益が認識されるにつれて当該契約
負債を取り崩しています。
　付随サービスに関しては、将来の役務に対する対価を製品の販売時に事前に受け取っているものの、
履行義務の現金販売価格と実際に受領する対価に重要な差異がないと考えられることから、重要な金融
要素は存在しません。
　取引価格は、顧客との契約に基づいた対価を基礎としており、重要な変動対価はありません。
　製品販売及び付随サービスの取引価格は、独立販売価格の比率に基づいて各履行義務に配分していま
す。付随サービスの独立販売価格は予想発生費用を元に見積もっており、これと製品の独立販売価格の
比率を用いて、それぞれの履行義務に係る取引価格を算出し、取引価格を各履行義務に配分していま
す。

(３) その他事業
　その他事業においては、主にシステムソリューションの提供や、オフィスサービス等を行っていま
す。
　システムソリューションの提供やオフィスサービス等については、サービスの提供期間にわたり顧客
が便益を享受することから、一定期間にわたり充足される履行義務とみなし、サービスの提供期間にわ
たって収益を認識しています。なお、サービスの提供前に顧客から対価を受領した際は契約負債を計上
し、サービスの提供期間にわたって収益が認識されるにつれて当該契約負債を取り崩しています。
　サービスに対する保証、返品、返金及びその他の類似の義務については、金額的に重要なものはあり
ません。
　取引の対価は履行義務の充足後、主として２ヶ月以内に受領していますが、サービスの提供前に一括
して対価の受領がされるケースがあります。この場合、履行義務の現金販売価格と実際に受領する対価
に重要な差異が存在しないため、重要な金融要素はありません。
　取引価格は、顧客との契約に基づいた対価を基礎としており、重要な変動対価はありません。
　その他事業における履行義務は単一の履行義務のため、他の履行義務への取引価格の配分は行ってい
ません。
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当連結会計年度（期首） 当連結会計年度（期末）

顧客との契約から生じた債権

　受取手形 2,465 2,182

　売掛金 162,348 166,194

　電子記録債権 2,028 982

契約負債

　その他流動負債 3,482 4,837

当連結会計年度

１年以内 2,139

１年超２年以内 1,115

２年超３年以内 730

３年超 852

合　計 4,837

３. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(１) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等
                                                                                                                 (単位：百万円)

　顧客との契約から生じた債権以外の受取手形、売掛金及び電子記録債権は主に金融・リース事業に係
るものであり、その金額に重要性がないため、顧客との契約から生じた債権に含めて開示を行っていま
す。
　契約負債は、主にモビリティ事業における付随サービス、及びその他事業におけるシステムソリュー
ションの提供により生じています。これらの詳細については、「２. 顧客との契約から生じる収益を理解
するための基礎となる情報」を参照ください。
　なお、当社グループでは契約資産を生じさせる取引はありません。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首の契約負債残高に含まれていた額は、2,195百万
円です。

(２) 残存履行義務に配分した取引価格
　当連結会計年度末で未充足の残存履行義務に配分した取引価格の総額及び、収益の認識が見込まれる
期間は以下のとおりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
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１. １株当たり純資産額 2,293円69銭
２. １株当たり当期純利益 134円77銭
３. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 134円77銭

純資産の部の合計額（百万円） 449,401
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,870
（うち新株予約権（百万円）） (2)
（うち非支配株主持分（百万円）） (1,867)
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 447,531
１株当たりの純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数
（千株） 195,114

１株当たり当期純利益
   親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 26,879
   普通株主に帰属しない金額（百万円） －
   普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 26,879
   普通株式の期中平均株式数（千株） 199,452

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
   親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） －
   普通株式増加数（千株） 0
   （うち新株予約権（千株）） （0）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 －

１株当たり情報に関する注記

(注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

(注)２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりで
す。
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株主資本等変動計算書

（自　2025年 4 月 1 日
至　2026年 3 月31日）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他資本

剰　余　金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 38,730 99,993 1,365 101,359 79,499 79,499 △28,277 191,311
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △12,207 △12,207 △12,207
当 期 純 利 益 46,471 46,471 46,471
自 己 株 式 の 取 得 △20,003 △20,003
自 己 株 式 の 処 分 △337 △337 1,252 915
自 己 株 式 の 消 却 △21,751 △21,751 21,751 －
利益剰余金から資本剰
余金への振替 20,722 20,722 △20,722 △20,722 －
土地再評価差額金の取崩 △211 △211 △211
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － △1,365 △1,365 13,329 13,329 3,001 14,964
当 期 末 残 高 38,730 99,993 － 99,993 92,828 92,828 △25,276 206,275

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
土 地 再 評 価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 2,625 △1,158 1,466 5 192,783
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △12,207
当 期 純 利 益 46,471
自 己 株 式 の 取 得 △20,003
自 己 株 式 の 処 分 915
自 己 株 式 の 消 却 －
利益剰余金から資本剰
余金への振替 －
土地再評価差額金の取崩 △211
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 2,798 211 3,009 △2 3,006

当 期 変 動 額 合 計 2,798 211 3,009 △2 17,971
当 期 末 残 高 5,423 △947 4,475 2 210,754

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。
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個別注記表

建物 ２ ～ 50年
機械及び装置 １ ～ ９年
工具、器具及び備品 １ ～ 20年
金型 ２ ～ ５年

<個別注記表>
重要な会計方針に係る事項

１. 有価証券の評価基準及び評価方法
(１) 子会社株式及び関連会社株式
　移動平均法による原価法を採用しています。
(２) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
　時価法を採用しています。
　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出しています。）
市場価格のない株式等
　移動平均法による原価法を採用しています。

２. デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法を採用しています。

３. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(１) 商品及び製品、仕掛品、原材料
　総平均法による原価法を採用しています。
　（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(２) 貯蔵品
　最終仕入原価法による原価法を採用しています。
　（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

４. 固定資産の減価償却の方法
(１) 有形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しています。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

(２) 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しています。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
（３～10年）に基づく定額法を採用しています。市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数
量に基づく償却額と残存見込販売有効期間に基づく均等償却額とのいずれか大きい金額を計上する方法
を採用しています。

(３) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース
　自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法を採用しています。
所有権移転外ファイナンス・リース
　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しています。
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５. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい
ます。

６. 引当金の計上基準
(１) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(２) 賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しています。

(３) 役員賞与引当金
　役員賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しています。

(４) 製品保証引当金
　販売した製品に係るクレーム費用の発生に備えるため、当該費用の発生額を個別に見積もって計上して
います。
　また、個別に見積り計上していない製品保証費用は、売上高に対する過去の実績率に基づき、当該費用
の発生見込額を計上しています。

(５) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しています。
　退職給付債務の算定に際し、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準に基づいています。
　過去勤務費用は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１年）による按分額を費用
処理しています。
　数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間の年数（主に13～15年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。
　なお、当事業年度末においては、一部の退職年金制度について、退職給付引当金が借方残高となった
ため、前払年金費用として計上しています。

(６) 環境対策費用引当金
　土壌汚染対策や有害物質の処理などの環境対策に係る費用に備えるため、今後発生すると見込まれる金
額を引当計上しています。
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７. ヘッジ会計の方法
(１) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によるヘッジ会計を行っています。
(２) ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象)
先物為替予約 外貨建債権債務等

(３) ヘッジ方針
　先物為替予約取引は、外貨建取引の為替変動リスクを回避する目的で実施しており、取引額は現有す
る外貨建債権債務及び売上・仕入予定額の範囲に限定しています。

(４) ヘッジ有効性評価の方法
　先物為替予約取引については、為替変動の累計を比率分析する方法によっています。

８. 退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計
算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。

９. 重要な収益及び費用の計上基準
　顧客との契約について、当社は、以下の５ステップアプローチに基づき収益を認識しています。
　ステップ１：契約の識別
　ステップ２：履行義務の識別
　ステップ３：取引価格の算定
　ステップ４：履行義務への取引価格の配分
　ステップ５：履行義務の充足による収益の認識
　当社の主要な事業における収益を理解するための基礎となる情報は、以下のとおりです。
(１) コンポーネント事業及びセンサー・コミュニケーション事業

　コンポーネント事業は、スイッチ類、アクチュエータ―、haptic reactor等の電子部品の製造及び販売
を行っています。センサー・コミュニケーション事業は、センサー、通信デバイス等の電子部品の製造及
び販売を行っています。これらの製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識して
います。

(２) モビリティ事業
　モビリティ事業は、車載モジュール、情報通信機器（インフォテインメント、ディスプレイ）、サウン
ド等の製品の製造及び販売を行っています。これらの製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時
点で収益を認識しています。
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表示方法の変更
　（貸借対照表）

1.　前事業年度において流動資産の「受取手形」に含めて表示していました「電子記録債権」は、当事業年
度において明瞭性を高めるため、区分掲記しています。なお、前事業年度の「電子記録債権」は1,214百
万円です。

2.　前事業年度において区分掲記していました流動資産の「前渡金」及び「前払費用」は、当事業年度にお
いて重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示しています。

3.　前事業年度において区分掲記していました無形固定資産の「特許権」、「借地権」、「商標権」、「電
話加入権」及び「施設利用権」は、当事業年度において重要性が乏しいため、無形固定資産の「その他」
に含めて表示しています。

4.　前事業年度において区分掲記していました投資その他の資産の「従業員に対する長期貸付金」、「長期
前払費用」、「前払年金費用」及び「差入保証金」は、当事業年度において重要性が乏しいため、投資そ
の他の資産の「その他」に含めて表示しています。

5.　前事業年度において区分掲記していました流動負債の「リース債務」、「前受金」、「預り金」及び
「棚卸資産損失引当金」は、当事業年度において重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表
示しています。

6.　前事業年度において区分掲記していました固定負債の「長期未払金」及び「資産除去債務」は、当事業
年度において重要性が乏しいため、固定負債の「その他」に含めて表示しています。

　（損益計算書）
1.　前事業年度において特別利益の「その他」に含めて表示していました「固定資産売却益」は、当事業年

度において重要性が増したため、区分掲記しています。なお、前事業年度の「固定資産売却益」は１百万
円です。

2.　前事業年度において区分掲記していました特別利益の「投資有価証券売却益」は、当事業年度において
重要性が乏しいため、特別利益の「その他」に含めて表示しています。

－ 31 －
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会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損

(１) 当事業年度の計算書類に計上した金額
　モビリティ事業の情報通信機器
　減損損失 －百万円、固定資産 4,242百万円

(２) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

当事業年度において、モビリティ事業の情報通信機器において、営業活動から生じる損益が継続してマ
イナスとなったため、減損の兆候があると判断しましたが、当該資産グループから得られる割引前将来キ
ャッシュ・フローがその帳簿価額を上回っていることから減損損失は認識していません。

これらの資産グループにおける将来キャッシュ・フローの見積りに使用する事業計画は、主に顧客・製
品別にまとめた受注予測、予測されている限界利益率及び固定費を前提として策定しています。
②主要な仮定
　「連結注記表 会計上の見積りに関する注記」の固定資産の減損に記載した内容と同一です。
③翌事業年度の計算書類に与える影響
　「連結注記表 会計上の見積りに関する注記」の固定資産の減損に記載した内容と同一です。

－ 32 －
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１. 有形固定資産の減価償却累計額 227,734百万円

保証先 金額 内容
Lumax Alps Alpine India
Private Limited 294百万円 借入金額の50%相当額を再保証

アルプス・トラベル・サービス(株) 90　〃 ビューカードビジネスえきねっと決済サ
ービス保証

(株)アルプスビジネスクリエーション －　〃 出店契約における連帯保証

ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o. －　〃 関税支払に対する保証

合計 384　〃

　短期金銭債権 139,405百万円
　長期金銭債権 420　〃
　短期金銭債務 74,979　〃

・再評価を行った年月 2002年３月31日
・再評価を行った土地の期末における時価 △744百万円

貸出コミットメントの総額 40,000百万円
借入実行残高 －　〃
差引額 40,000　〃

貸借対照表に関する注記

　上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれています。

２. 債務保証
　　以下の関係会社の借入金、決済サービス、出店契約及び関税について、債務保証を行っています。

３. 関係会社に対する金銭債権債務

４. 土地の再評価
　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、2002年３月31日に事業用
の土地の再評価を行っています。
　なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公
布法律第24号）に基づき、当該再評価差額を純資産の部の「土地再評価差額金」として計上しています。
・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める地方税
法（昭和25年法律第226号）第341条第10号に定める固定資産税評価額に基づき算出しています。

　　と再評価後の帳簿価額との差額

５. 貸出コミットメントライン契約（借手側）
　流動性を確保し、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関４社と貸出コミットメント契約を締結して
います。
　当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりです。
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（１）売上高 298,533百万円
（２）営業費用

（売上原価と販売費及び一般管理費の合計額）
420,326　〃

（３）営業取引以外の取引高 58,478　〃

場所 用途 種類 金額
福島県 事業用資産（サウンド） ソフトウェア等 419
福島県 事業用資産（蓄電システム、IoT） 機械及び装置等 1
福島県他 処分予定資産 土地等 713

合計 1,134

損益計算書に関する注記
１. 関係会社との取引高

２. 減損損失
　事業用資産については、管理会計上の区分を基準として、資産グルーピング単位を決定しています。処分予
定資産及び遊休資産については、物件ごとに収支管理が可能であるため、個々に独立した単位としています。
　当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

（単位：百万円）

　事業用資産については、主にモビリティ事業に係る事業用固定資産について、事業用固定資産の帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額（419百万円）を減損損失として特別損失に計上しています。また、他
の事業用資産についても、事業環境の悪化により、これらの資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額（１百万円）を減損損失として特別損失に計上しています。これらの事業用資産の減少額の内
訳は、ソフトウェア 203百万円、工具、器具及び備品 103百万円、機械及び装置 86百万円、建物 24百万
円、その他 ２百万円です。
　なお、事業用資産の回収可能価額は、使用価値を使用しており、使用価値算定に当たり割引率は7.65%を使
用していますが、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスである場合は、回収可能価額を零と測
定しています。
　処分予定資産については、時価の下落等資産価値が下落しているものや今後の使用見込みがないものについ
て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（713百万円）を減損損失として特別損失に計上してい
ます。その内訳は、土地 242百万円、建設仮勘定 140百万円、ソフトウェア 130百万円、機械及び装置 
111百万円、工具、器具及び備品 85百万円、その他 ３百万円です。
　処分予定資産の回収可能価額は、売却予定のものは正味売却価額とし、それ以外は零として算定していま
す。
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当事業年度
期首株式数
（千株）

当事業年度
増加株式数
（千株）

当事業年度
減少株式数
（千株）

当事業年度
期末株式数

（千株）
自己株式

普通株式(注) 13,628 11,179 11,819 12,989

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の増加株式数11,179千株は、市場買付11,177千株、単元未満株式の買取り１千株に
よるものです。また、減少株式数11,819千株は、自己株式の消却11,177千株、従業員持株会を通じた株
式付与としての処分569千株、譲渡制限付株式報酬としての処分71千株等によるものです。
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　賞与引当金 2,120百万円
　未払費用 779　〃
　投資有価証券評価損 1,173　〃
　減価償却費超過額 6,843　〃
　土地等減損損失 1,075　〃
　関係会社株式評価損 2,255　〃
　退職給付引当金 1,426　〃
　棚卸資産評価損 2,178　〃
　繰越欠損金 33,522　〃
　貸倒引当金 165　〃
　製品保証引当金 1,906　〃
　投資簿価修正 9,430　〃
　その他 2,447　〃
　　繰延税金資産小計 65,326　〃
　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △33,522　〃
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △31,740　〃
　　評価性引当額小計 △65,262　〃
　　繰延税金資産合計 64　〃

　前払年金費用 △43　〃
　有価証券評価差額金 △2,479　〃
　その他 △21　〃
　　繰延税金負債合計 △2,543　〃
　　繰延税金資産負債の純額 △2,479　〃

法定実効税率 30.4　％
　（調整）
　評価性引当額増減 1.4　〃
　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △35.0　〃
　交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3　〃
　外国子会社からの配当等の源泉税等 4.9　〃
　その他 △0.2　〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.8　〃

税効果会計に関する注記
１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

（繰延税金負債）

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

－ 36 －



2026/05/22 11:19:19 / 25297849_アルプスアルパイン株式会社_招集通知

個別注記表

　３.  法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　　当社は、グループ通算制度を適用しています。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
　示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処
　理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っています。
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種類 会社等の名称
議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額
(百万円)
(注１)

科目 期末残高
(百万円)

子

会

社

ALPS ALPINE 
NORTH AMERICA, 
INC.

所有
直接 100％ － 部品、製品の販売 46,288 売掛金 16,029

ALPS ALPINE 
EUROPE GmbH

所有
直接 100％ －

製品の販売 130,914 売掛金 23,915

資金の貸付 137
関係会社

短期貸付金 7,643
資金の回収 162

ALPS ELECTRIC 
CZECH, s.r.o.

所有
直接 100％ － 部品、製品の仕入 31,412 買掛金 6,728

ALPS ELECTRIC
KOREA CO., LTD.

所有
直接 100％ － 部品、製品の販売 12,126 売掛金 4,654

ALPS ALPINE 
(CHINA) CO., LTD.

所有
直接 100％ － 製品の販売 46,678 売掛金 7,887

DALIAN ALPS 
ELECTRONICS
CO., LTD.

所有
間接 100％ － 部品、製品の仕入 25,252 買掛金 4,571

WUXI ALPS 
ELECTRONICS
CO., LTD.

所有
直接 10.27％
間接 89.73％

－ 部品、製品の仕入 219,146 買掛金 21,995

アルプスファイナンス
サービス(株)

所有
直接 100％ － 資金の借入(注２) 4,452 短期借入金 －

関連当事者との取引に関する注記
１．子会社との取引

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）　価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上決定しています。
（注２）　資金の借入はCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）による取引であり、取引金額について

は期中平均残高を記載しています。

－ 38 －



2026/05/22 11:19:19 / 25297849_アルプスアルパイン株式会社_招集通知

個別注記表

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金
又は

出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有

(被所有)
割合

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引
金額

(百万円)
科目

期末
残高

(百万円)

役員 泉 英男 － － 当社
代表取締役

(被所有)
直接0.0％ －

金銭報酬債権
の現物出資に
伴う自己株式
の処分（注）

21 － －

２．役員及び個人主要株主等

（注）　譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものです。

－ 39 －
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個別注記表

１. １株当たり純資産額 1,080円14銭
２. １株当たり当期純利益 232円99銭
３. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 232円99銭

純資産の部の合計額（百万円） 210,754

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 2

（うち新株予約権（百万円）） (2)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 210,751

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株） 195,114

１株当たり当期純利益（百万円）

   当期純利益（百万円） 46,471

   普通株主に帰属しない金額（百万円） －

   普通株式に係る当期純利益（百万円） 46,471

   普通株式の期中平均株式数（千株） 199,452

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

   当期純利益調整額（百万円） －

   普通株式増加数（千株） 0

   （うち新株予約権（千株）） (0)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の
算定に含まれなかった潜在株式の概要 －

収益認識に関する注記
　連結計算書類「連結注記表　収益認識に関する注記　２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基
礎となる情報」に記載した内容と同一です。

１株当たり情報に関する注記

(注)１. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

(注)２. １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

－ 40 －


